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選挙当日、都合で投票所へ行けないときは、期日前投票制度 が利用できます。
き じ つ ぜ ん と う ひ ょ う せ い ど

☆期日前投票所は…

☆投票できる時間は…

☆投票できる期間は…

☆投票できる人は…

文化センター１階 旧レストラン
２月 9日（月）から

　 ２月 14日（土）まで

千代田公民館・旭公民館
２月 12日（木）から

　 ２月 14日（土）まで

午前8時30分から午後8時まで 午前9時から午後7時まで

投票日に仕事や旅行・レジャーなどの用務で投票所に行くことができない見込みの人

投票できる期間・投票できる時間が異なりますのでご注意ください。

投票所入場整理券の裏面が宣誓書となっていますので、記入してお持ち下さい。

＊告示日の翌日から投票日の前日までです。

※宣誓書の記入が必要となります。
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たいせつな
　　　ふるさとかえる
　　　　　　　そのいっぴょう

　 ご注意  
◎投票所には入場整理券を、ご持参ください。
◎入場整理券を紛失したときは投票所で係員に申し出てください。
◎投票できる方は選挙人名簿に登録されており、かつ選挙の当日四街道市に
　居住する人です。
　（入場整理券が届いた人でも転出した人は投票できません）

（令和７年度　明るい選挙啓発標語　選出作品）




